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主権者教育推進のために必要なことは何か

― 政治参加のあり方を問い直す出前授業の開発・実践を通して ―

愛媛大学　井　上　昌　善　　愛媛大学教職大学院　院生　木　下　博　斗

Ⅰ．はじめに

　本研究は、政治参加のあり方を問い直す主権者

教育の出前授業の開発と実践の結果に基づいて、

これからの主権者教育推進のための方策を提案す

ることを目的とするものである。

　渡部（2022）に拠れば、主権者教育は、選挙

や投票を取り扱った有権者教育だけではなく、社

会問題について他者と協働的に解決策を考える力

の育成を目指す教育も含むものである1）。このこ

とをふまえると、子どもを「主権者になる」存在

として捉えるのか、「主権者として」捉えるのか

によって教育のあり様は異なることがわかる。令

和５年４月よりこども基本法が施行され、「こど

もまんなか社会」の実現が目指されている今日に

おいて、これまで以上に子どもを「主権者として」

捉えた教育を展開していくことが重要になる。そ

のためには、子ども自身が、社会や政治への多様

な関わり方を理解し、持続可能な社会づくりに主

体的に参画することを目指す授業開発の一層の推

進が必要となる。

　ただ、日本財団 （2022） の調査に拠れば、我が

国の若者は他国と比べて社会と自己の接点を見出

している割合は低い2）。この結果は、従来の主権

者教育に課題があることを意味している。詳細は

後述するが、これまでの主権者教育は、政治参加

の方法について、選挙や投票などの間接民主主義

に基づく知識の教授にとどまっており、 「主権者に

なる」ための授業が重視されている傾向にある3）。

これでは、選挙権年齢に達していない子どもは、

自己の判断が社会づくりに活かされていると実感

することができないため、結果として政治的無力

感を持つようになると考えられる。今まさに求め

られているのは、 自己の意見が社会づくりに活かさ

れているかどうかを確認し、社会の形成者である

主権者として自認できる授業なのではなかろうか。

　以上のような問題意識に基づき本研究では、政

治参加の方法を理解し、そのあり方を批判的に問

い直すことができる主権者育成を目指す授業開発

を行う。今回は、大学で開発した主権者教育の「出

前授業」の教育的効果を検証したうえで、「出前

授業」を公立学校で実践できた要因について、特

に学校と関係機関との連携体制や学校の教師の役

割に着目して考察する。これにより、主権者教育

推進のために必要となる方策を提案したい。本稿

では、次のような方法に基づき論を展開する。第

一に、従来の主権者教育における出前授業の特質

と課題について考察する。第二に、参加に着目し

た先行研究の成果をふまえ、課題克服を目指す授

業開発の視点を検討し、それに基づく授業の開発

を行う。第三に、開発した授業実践の結果を分析

し、主権者教育推進のための方策を提案する。

Ⅱ．先行研究の考察

１　従来の主権者教育の出前授業の特質と課題

　ここでは、主権者教育の具体的な出前授業の実

践モデルを示している先行研究を取り上げ、その

特質と課題を考察する。井上（2018、2020）は、

中学校や高等学校の特別活動の時間に行われた主

権者教育の出前授業の実践に基づいて、体験的な

活動の意義を提案している4）。ここで示されてい

る授業モデルは、模擬投票や地域課題の政策判断

などの活動を通して、選挙や投票の意義の理解を

深めることを目指すものとなっている点に特質が

ある。

　一方で、課題として、社会の創り手としての主

権者意識の形成、出前授業を可能にする学校と関

係機関の連携体制の解明が挙げられる。前者につ

いて、先行研究の授業で取り扱っている内容の中

心は、「代表者を選ぶための政治参加の方法」と

しての選挙や投票であり、授業ではその意義を捉

えさせることを重視している。しかしながら、そ
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もそも政治参加は、代表者を選ぶことだけにとど

まらない。例えば、選挙後に当選した候補者が公

約に基づく社会づくりを進めているのかを評価

し、改善を要求するなどの異議申し立てや社会生

活で生じた困りごとを解決するための行政機関等

への問い合わせ、学校内における校則を見直す取

組などといったように、様々なレベルの方法があ

る5）。このことを子どもに捉えさせ、政治参加に

関する理解を深めなければ、自己の判断が社会づ

くりに活かされる実感を持たせることはできな

い。つまり、子どもが、社会の創り手として自認

することは困難となるのである。後者について、

提案されている出前授業を実現できた主たる要因

として、学校と関係機関との連携が考えられる。

しかしながら、それについては十分な言及はなさ

れていない。「社会に開かれた教育課程」の具現

化が要請されている今日の学校において課題とな

るのは、学校と関係機関の連携をめぐる仕組みを

いかに確立するかということであろう。

　これらの課題を克服するためには、多様な政治

参加の方法の理解を通して、主権者意識の形成を

目指す授業のあり方を検討すること、それを支え

る学校と関係機関の連携体制を示すことが重要に

なる。

２　主権者意識を形成するための手立て

　社会参加学習論を提唱している唐木（2024）は、

主権者教育の可能性を拡げるためには、政治を「利

害の調整」と捉え、子どもが生活する様々な空間

でそれがなされていることに注目することが、重

要であると主張している6）。また、批判的参加学

習論を提唱している松浦 （2013） は、参加行動を

認識対象として設定し、多様な参加の仕方に気付

かせたうえで、そのあり方を批判的に考え、判断

する力の育成を目指す学習モデルを提案してい 

る7）。両氏の主張から、主権者教育の授業を構想

する際には、子どもを社会に影響を与える存在と

して捉え、政治への多様な参加方法を理解させ、

そのあり方を批判的に問い判断する学習過程の組

織化が重要になることが示唆される。

　以上のことをふまえると、多様な政治参加の方

法を捉えさせたうえで、既存の仕組みを批判的に

考察させ、これから求められる市民的行動のあり

方を公正に判断することを目指す授業開発の推進

が、社会の創り手としての主権者意識の形成につ

ながると考える。その際に、特に重視したいのは、

子どもに主権者の判断や行動が、社会づくりに寄

与していることに気付かせること、既存の仕組み

を批判的に捉えさせることの二点をふまえた指導

の充実である8）。前者については、学習の社会的

な意味付けを促すことができる。後者については、

政治参加をめぐる仕組みを改善したり変革したり

する力の育成につながる。このような指導を重視

する授業開発によって、政治参加の意義を捉え、

社会問題に関与することに意味を見出す子どもの

育成が期待できる。

３　出前授業を可能にする連携体制の構築

　図１は、出前授業を可能にする愛媛大学教職大

学院と松山市教育研修センター事務所、公立学校

の連携体制を示したものである。

愛媛大学
教職大学院

松山市
教育研修
センター
事務所

（筆者作成）
図１　出前授業を可能にする連携体制

公立学校

研修内容の検討

研修への参加・要望、
出前授業の依頼

研修情報の提供、成果の公開
出前授業の提供

　愛媛大学教職大学院と松山市教育研修センター

事務所は、「大学連携セミナー」や「課題別実践

力セミナー」という教師の力量形成を目的とした

様々なテーマの研修講座を共同で開講している。

筆者（井上）は、「主権者教育の授業づくり」に

関する研修を担当しており、本講座の情報や成果

は、松山市教育研修センター事務所や愛媛大学教

職大学院管理のHPに公開され9）、学校関係者等

が研修への参加・要望、出前授業の依頼をできる

仕組みを構築している。出前授業は、公立学校の

教員が研修に参加したり、HPに掲載された研修

等の成果を見て大学に問い合わせたりすることに

よって、実現することが多い。今回開発した授業
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も、教員研修に参加した公立学校の教員が、大学

に出前授業の依頼をしてきたことがきっかけとな

り実現した。つまり、図１のような連携体制の構

築が、出前授業を可能にする条件になると考える

ことができる。

Ⅲ．政治参加のあり方を問い直す授業の

開発

１　開発の視点

　今回は、授業開発の視点として、以下の①～④

を設定する。

① 政治的な問題を子どもが具体的にイメージでき

る教材の開発

② 教材と実社会で生じている問題との関連に気付

かせる場面の設定

③ 多様な政治参加の方法について理解を深める場

面の設定

④ 政治参加に関する既存の制度や仕組みを批判的

に考察する場面の設定

　①に関して、政治的な問題について子どもが具

体的にイメージできる教材を開発することであ

る。今回は、林木林／作・庄野ナホコ／絵『二番

目の悪者』小さい書房（2014）を活用して、教

材開発を行った。この絵本には、国民が選んだ金

のライオンによって、国が滅亡するというエピ

ソードが描かれている。このエピソードを読み、

国が滅んだ理由を多面的・多角的に考察させ、政

治参加の重要性に気付かせるとともに、主権者と

して必要な力について具体的に考えさせることが

できる。

　②に関して、①の教材と実社会の問題との関連

に気付かせる場面を設定することである。具体的

には、「国が滅びた理由」を考えさせる場面の設定、

「作者が読者に伝えたかったこと」を考えさせる。

これによって、絵本の中で生じた問題と実社会で

生じている問題との関連性に気付かせ、政治参加

のあり方を考えるための見通しを持たせることが

できる。

　③に関して、子どもが主権者として行使可能な

権利やそのための具体的な方法について、理解す

る場面を設定することである。今回は、市民の意

見を社会づくりに活かすための仕組みについて、

理解を深めるために自治体に要望や意見を届けた

市民の行動を紹介する10）。これにより、社会生活

で生じた問題解決の方法についての理解を深め、

主権者としての意識を形成することができる。

　④に関して、既存の制度や仕組みについて、有

効性などの視点から批判的に考察する場面を設定

することである。具体的には、直接請求権の行使

やパブリック・コメント制度が適切に運用されて

いない実態があることに気付かせ、効果的に運用

されるために必要なことを考えさせる。これによ

り、既存の制度や仕組みに基づく決定が絶対的な

ものではなく、それを批判的に問うことの重要性

に気付かせることができる。また、立憲主義の考

え方に基づいて、政治的な権力を制限し、効果的

に使いこなすために求められる市民的行動のあり

方を探究させることができる。

　以上の視点をふまえた授業は、「多様な政治参

加の方法の理解」、「政治参加の課題の追究」、「政

治参加のあり方の探究」という三段階から構成さ

れる。

２　開発・実践までのプロセス

　図２は、授業の開発・実践までのプロセスを示

したものである。図２中①では、愛媛大学教職大

学院の講義「高度化演習基礎・発展」において、

教材・授業開発に取り組む。主権者教育の考え方

については、主権者教育推進会議の報告書など11）

から確認する。そのうえで、政治参加の方法や仕

組みの理解につながる教材として、前述した絵本

を取り扱い、学習内容を確定する。②では、学部

生を対象にして模擬授業を実施し、授業改善を行

う。模擬授業は、筆者が担当している講義「社会

科教育法２」において実践する。その後、学習者

に模擬授業を目標、内容、方法の視点から振り返

らせ、授業改善のために必要なことについて意見

交換を行う。③では、①や②の成果をふまえ、学

校教員に向けて授業内容の説明を行い、学校での

実現可能性について意見交換を行う。学校教員は、

勤務校のカリキュラムとの関連や位置付けを意識

しながら研修に臨んでもらう。これによって、カ

リキュラム・マネジメントを具現化する力の育成

につながり、授業力の向上が期待できる。④では、

出前授業の依頼があった学校や大学院生の実習校
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で実践を行う。事前に学校の教員と打ち合わせを

行い、学校の子どもの実態や出前授業の内容と関

連する教科の授業の進度等を確認する。また、授

業終了後のワークシートやアンケートの回収・分

析に関する協力依頼を行い、学校長の許可を得る。

⑤では、教職大学院において実践結果を分析する

ことにより、教育的効果を明らかにする。そのう

えで、実践校にフィードバックを行う。

　以上のようなプロセスを経ることによって、研

究機関と学校現場の連携体制を確立することがで

き、「理論と実践の往還」を体現できると考える。

３　授業の概要

　本授業の目標は、「政治参加の方法を理解し、

その課題の考察を通して、より望ましい政治参加

のあり方について公正に判断することができる」

とした。表１は、授業者の主な発問と予想される

学習者の反応を中心に、本授業の概要としてまと

めたものである。授業構成は、「第一段階：多様

な政治参加の方法の理解」、「第二段階：政治参加

の課題の追究」、「第三段階：政治参加のあり方の

探究」と設定し、これに基づいて学習過程を組織

化する。本授業は、公立高校３年生27名を対象に、

主権者教育の出前授業として実践する。授業前に

勤務校の公民科の教師から絵本のエピソードを子

どもに説明してもらい、ワークシートに感想を記

入させたうえで授業を進める。

　第一段階では、多様な政治参加の方法について

理解を深めることを目指す学習活動を展開する。

まず、絵本の内容を振り返り、学習者同士で感想

を伝え合う。つぎに、国が滅んでしまった理由に

（筆者作成）図２　開発・実践までのプロセス

大学教員

授業内容の検討

大学院生

①教職大学院 ②学部 ③教員研修 ④学校現場

⑤実践結果の分析

大学院生

模擬授業の実践

学部生

大学教員

授業内容の説明・
意見交換

学校教員

大学教員・大学院生

授業の実践

学校教員・子ども

ついて、国王の選挙前後の市民の行動に着目して

考察させる。ここでは、国を滅ぼさないようにす

るために求められる行動を考えさせ、為政者の決

定を見守ることの重要性に気付かせる。そして、

実社会の政治の仕組みを確認したうえで、市民の

要望を届けることにより、 問題が解決したことを捉

えさせ、政治参加の方法についての理解を深めさ

せる。

　第二段階では、政治参加をめぐる課題を追究す

る学習活動を展開する。まず、市民の意見を政治

に反映させる方法や仕組みを確認させる。つぎに、

署名の偽造やパブリック・コメントの不正問題を

捉えさせる。そして、このような問題が生じてし

まう要因を考えさせることにより、行政などの政

治権力機関の都合のよい決定がなされる可能性が

あるため、既存の政治参加をめぐる仕組みを批判

的に捉えることが重要になることに気付かせる。

　第三段階では、政治参加のあり方について探究

する学習活動を展開する。まず、これまでの学習

を振り返らせ、政治参加をめぐる課題を確認させ

る。つぎに、このような課題を克服するために、

主権者である私たちはどのように政治に関わる必

要があるのかを考えさせる。これによって、政治

参加を実践する際に、市民の意見が政治に反映さ

れているかを注視し続けることの重要性に気付か

せる。また、立憲主義の考え方を確認させたうえ

で、権力者の権力濫用を抑えるために必要なこと

を考えさせる。そして、主権者に求められる力に

ついて、特に政治参加について考えたことをふま

えてワークシートに記入させる。
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　以上のような授業を通して、多様な政治参加の

方法を捉え、政治参加をめぐる課題を追究し、主

権者にとって求められる市民的行動のあり方につ

いて考える力の育成を目指すことができる。

表１　開発した授業の概要

段階（時数） 学習活動 留意点

第一段階

多様な政治

参加の方法

の理解

（１時間）

〇 絵本『二番目の悪者』の感想を共有しよう。

〇 なぜ、国が滅んでしまったのだろうか。

〇 国を滅ぼさないために国民は何をすべきだっ

たのだろうか。王の「選挙前」と「選挙後」

に分けて考えよう。

〇 現代社会の政治の仕組みについて確認しよ

う。

〇 絵本の世界のように、よりよい社会を実現す

るための政治が機能していない状況は、現代

社会でもあるでしょうか。

〇 その問題はどのように解決されたのでしょう

か。

〇 よりよい社会を実現するための政治に関わる

方法にはどのようなものがあるのでしょう

か。

 ・  感想の傾向を把握して、子どもに提示する。

 ・  選挙前と後で、国民の判断や行動を考えさせ、

主権者として必要な行動のあり方を複数の視

点から考えさせる。

 ・  国民の意見を政治に伝えること。国民の思い

や願いが反映されたよりよい政治や社会が実

現されることに気付かせる。

 ・  絵本の世界の政治の仕組みと現代社会の政治

の仕組みの違いに着目させることで、直接民

主制（王政）と間接民主制について理解させ

る。選挙や投票は政治参加の方法であり、政

治に民意が反映されることを確認させる。

 ・  幼稚園児の保護者（資料①）や聴覚障害者が

直面する問題（資料②）が、あることに気付

かせ、解決方法を予想させる。

 ・  課題を抱える人々が市役所に意見を伝えるこ

とで、解決したことに気付かせる。

 ・  資料③に基づいて、政治参加の方法は、投票だ

けでなく請願など様々な方法があることを理

解させ、市民としての視点を生かして自分た

ちの意見を伝えることの重要性に気付かせる。

第二段階

政治参加の

課題の追究

（0.5時間）

〇 市民の意見を反映させるための方法や仕組み

は効果的に活用されているのでしょうか。

〇なぜ、そのような課題が起きるのでしょうか。

 ・  署名の偽造（資料④）やパブリック・コメン

トの不正（資料⑤）など政治参加の方法や仕

組みには課題があることに気付かせる。

 ・  行政にとって都合がよい決定が重視されるた

め。

第三段階

政治参加の

あり方の探

究

（0.5時間）

〇 政治参加をめぐる課題を克服するために、主

権者である私たちはどのように政治に関わる

必要があるのでしょうか。

〇 主権者に求められる力（知識や態度など）に

ついて、考えたことを記入してください。

 ・  既存の政治参加の方法や仕組みが、適切に活

用されているのかを見守る必要があることに

気付かせる。立憲主義の考え方を確認させ、

権力者の権力濫用を抑えるために必要なこと

を考えさせる。

【資料】①大阪市HP「お寄せいただいた『市民の声』環境・ごみ」https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/ 
3065-1-8-0-0-0-0-0-0-0.html（2021年９月２日付確認）　②徳島市HP「市長の広報動画の手話通訳について（市民

ポスト）」https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/koho_kocho/shiminnokoe/2020/20200930.html（2022年

１月11日付確認）　③帝国書院「社会科 中学生の公民」2021年、38頁　④NHK政治マガジン「愛知県知事リコー

ル署名偽造容疑 団体の事務局長ら４人逮捕」https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/60733.html（2023年

12月12日付確認）　⑤KSBニュース「香川ゲーム条例のパブコメ不正疑惑」https://news.ksb.co.jp/article/14269850
（2023年12月12日付確認）

  （筆者作成）
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Ⅳ．授業実践の結果

　授業実践の教育的効果を明らかにするために、

子どもの社会参加や政治参加に関する意識調査の

アンケート結果や生徒のワークシートの記述内容

の分析を行う（高等学校３年生27名を対象に、単

元の学習後に実施したもの）。表２はアンケート

の質問項目に対する回答結果、表３はワークシー

トの記述内容の評価結果である。

　表２中質問項目①の結果から、授業を受けたすべ

ての子どもが政治参加の意義を捉え、その重要性に

気付くことができたことがわかる。一方で、質問項

目②の結果からは、否定的な回答をする子どもの

存在を確認できる。これらの結果より、開発した

授業は、子どもに政治参加の意義を捉えさせるこ

とはできたものの、社会変革に関わる意識の形成

は十分に達成できたとは言い切れないものであっ

たと言える。ここでは、質問項目②に対して、肯

定的な回答をした子ども（タイプ１）と否定的な回

答をした子ども（タイプ２）の記述内容を分析する

ことによって、子どもの思考の違いを明らかにす

る。そのうえで、主権者教育を推進するために求

められる指導のあり方を検討する。表３に基づい

て、タイプ１とタイプ２の思考の特徴を説明する。

タイプ１は、下線部アやイの記述内容から、授業

を通して政治参加や市民的行動を実践する際には、

他者に働きかけることが重要になると判断するよ

うになっていることがわかる。一方で、タイプ２

は、下線部ウやエの記述内容から、個人が情報リ

テラシーに関する能力を身につけることが重要に

なると判断するようになっていることがわかる。

　以上の分析結果から、タイプ１とタイプ２の思

考の違いとして、「他者との関わり」という視点

の有無を挙げることができる。タイプ１は、政治

参加のあり方を、自己と他者との関わりを意識し

て、社会レベルの視点から判断する傾向にあった。

これに対して、タイプ２は、他者との関わりを意

表２　政治参加に関する質問項目に対する回答結果（n＝27）

質問項目 結果

①授業を通して、政治参加の意義を捉えることができましたか。
肯定的な回答：100％

否定的な回答：0%

②授業を通して、自分で国や社会を変えられると思うようになりましたか。
肯定的な回答：93%

否定的な回答：7%

（アンケートの質問項目は、平成30年度内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」を参考に設定した。筆者作成）

表３　ワークシートの記述内容の評価結果（n＝27）

（学習課題）主権者に求められる力（知識や態度など）について、あなたの考えを教えてください。

肯定的な回答をした子ども（タイプ１）の意見 否定的な回答をした子ども（タイプ２）の意見

【子どもA】ア 主権者として自分たちに考えを持ち、

それを選挙に参加する際に活用し、選んだあと、もし

代表者が間違ったことしていた場合は、一致団結して

意見を述べるべきだと考えさせられた。

【子どもB】今回の授業を受けて、今まで他人事のよ

うに思っていたことがいろいろ考えさせられて、

イ もっと政治や世の中の問題に耳をかたむけていこう

と思えた。また、自分の意見をただもっているだけで

はなくて、それを声にして届けることの大事さを改め

て知ることができた。

【子どもC】主権者としての態度をよく考えてからす

べきだと考えた。口だけで言うのではなく態度で示さ

なくてはならない。ウ 聞きかじった情報だけでなく自

分で調べて行動するべき力を身につけていきたいと思

います。

【子どもD】主権者に求められる力や選ぶ人たちの考

えなど、改めて考えることができました。エ うわさを

信じるのではなく、自分で確かめることの大切さや誤

解を解くことが重要だと思いました。

タイプ１の思考の特徴（考察結果）：下線部アやイから、

政治参加や市民的行動を実践する際には、他者に働き

かけることが重要になると判断するようになっている

ことがわかる。

タイプ２の思考の特徴（考察結果）：下線部ウやエから、

政治参加や市民的行動を実践する際には、個人が情報

リテラシーに関する能力を身につけることが重要にな

ると判断するようになっていることがわかる。

  （筆者作成）
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識せず、個人レベルの視点から判断する傾向に

あった。つまり、タイプ２の子どもは、社会的な

問題を解決するために求められる政治参加のあり

方について、あくまで個人で行動し、能力を身に

付けることが重要であるという考えを持つように

なっていると推察できるのである。主権者教育で

は、社会的問題や課題の解決を目指して、他者と

協働できる力の育成が重視されている。教師を含

む教育関係者は、個人の投票行動や情報リテラ

シーの重要性を過度に強調することにより、「他

者との関わり」に対して意味を見出せず、他者と

協働できない子どもを育成してしまう可能性があ

ることに留意する必要がある。主権者教育推進の

ためには、前述のような政治参加に対する子ども

の思考の違いをふまえて、具体的な指導方法を検

討することが求められるのである。

Ⅴ．主権者教育推進のために必要なこと

　あくまで今回開発した出前授業の結果の範囲内

ではあるが、主権者教育を推進するうえで重要と

なるのは、「他者との関わり」に意味を見出す指

導の充実であると考えられる。このことをふまえ、

これから求められる主権者教育の「学習の論理」

と「教師の役割」について考察する。

１　学習の論理

　まず、目標について検討する。今日では、トロ

ント（2020）や岡野（2024）のケアする民主主

義論12）や岸本（2023）が提唱するミニシュパリズ

ムに関する論13）のように、従来までの民主主義社

会のあり方を再検討するラディカルな議論が注目

されている。このことから、そもそも子どもが生

活する民主主義社会のあり様は、多元的なもので

あることがわかる。主権者教育の目標を「選挙や

投票に参加する有権者の育成」と固定化し、この

達成を目指す授業のみを行うと、子どもは間接民

主主義に基づく社会を、唯一の理想の社会モデル

として認識する可能性がある14）。つまり、多様な

民主主義のあり様に気付くことができず、結果と

して公的な問題解決を他人任せにしてしまう子ど

もを育ててしまうことになる。今後は、従来まで

の学校教育で目標とされてきた主権者像やその前

提となっている社会モデルを問い直し、理想とす

る社会のあり方を考えさせたうえで、他者と協働

して直接的に課題解決を目指そうとする主権者の

育成を、より一層重視する必要があるのではなか

ろうか15）。

　つぎに、内容について検討する。今回の授業開

発にあたっては、政治参加の方法について、代表

者を選ぶ前だけに限定するのではなく、社会生活

レベルにおける多様な方法を取り扱った。その際

に、日々の生活の中での困りごとを解決するため

の市民的行動を理解させることによって、子ども

が持っている主権者像を問い直し、自分自身も主

権者であることを自認できるように留意した。そ

のうえで、既存の政治参加をめぐる仕組みや制度

の課題について考察させるようにした。これに

よって、社会の問題解決のために整備されている

方法や仕組みを活用するとともに、そのあり方を

問い直すことができる主権者の育成につながると

考える。今後は、問題解決のための市民同士の協

働的な関わり方に着目させ、具体的な市民的行動

や他者へのアプローチの仕方について理解を深め

る実践的な指導の充実が必要になる。例えば、古

田（2016）が提唱しているパワー・マッピング

の手法を用いた教材開発16）や鎌田（2020）が提唱

しているコミュニティ・オーガナイジング17）の手

法に基づく実践的な指導を計画的に行うことに

よって、問題解決のために必要な他者との関わり

方を理解し、協働する主権者の育成を実現できる

と考える。

　そして、方法については、今回の授業で多くの

子どもが、政治参加の意義を捉えることができた

理由の考察を通して検討する。その際に、示唆を

得たのが、南浦（2019）の社会文化的アプロー

チに関する論である18）。南浦は、社会文化的アプ

ローチについて、次のように説明している。

　 　「状況」を説明するメタファーとして、よく 

「今−ここ」という言葉が使われる。今という

時間におけるある場所におけるすべてのものが

状況を構成する。その中での人間の関係性、空

間と人間の関係という関係性、しかもそれが刻

一刻と移り変わるものが状況であるという動態

性が重要な視点となる19）。
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　この南浦の主張より、子どもが置かれた「状況」

に着目することによって、子どもが政治参加の意

義を見出した理由を、教師と子どもの関係性や学

習環境と関連付けて解明することができる。ここ

では、授業後の学校教師と筆者との意見交換を手

がかりにして、子どもの「状況」を明らかにした

い。表４は、授業後の学校教師との意見交換の一

部を示したものである。

表４　授業後の学校教師との意見交換の一部

筆　　者：�本日は、貴重な機会をいただきありが
とうございました。

学校教師：�こちらこそ、ありがとうございました。
ア 実は明日が生徒会選挙なんです。子
どもたちは、今回の授業で学んだこと
をいかして選挙に臨むと思います。

筆　　者：�えっ。明日が、生徒会選挙だったんで
すね。

学校教師：�そうなんです。ある子は、イ 選挙が終わっ
ても選ばれた人を見守っていきたいな
と言ってましたよ。

  （筆者作成）

　表４中下線部アから、授業の翌日に生徒会選挙

を実施する予定であり、学習した成果を活かす機

会が設定されていることがわかる。また、下線部

イから一部の子どもは、社会生活において求めら

れる市民的行動を実践しようとしていることがわ

かる。このような子どもの姿が見られるように

なったのは、学校教師によるカリキュラム・マネ

ジメントが大きく関係している。学校教師は、今

回の出前授業における学習の成果を活かすことが

できる「状況」を、意図的に創り出していたと推

察できる。つまり、出前授業を勤務校のカリキュ

ラムに明確に位置付けて、学習に対する意味付け

を促すことで、子どもの主権者としての成長につ

なげようとしていたのである。

２　教師の役割

　このことをふまえると、主権者教育推進のため

には効果的なカリキュラム・マネジメントを通し

た授業設計が重要になる。そのために必要となる

教師の役割として、次のことが考えられる。

　第一に、子どもの学習成果を活かす「状況」を

創り出すことである。一般的に出前授業は、外部

人材によって行われるため、学校には授業の学習

成果を活かした教育実践をいかにデザインするか

が問われることになる。今回は、学校内の生徒会

選挙の期間中に出前授業を実践することで、学習

した成果を活かして、 判断したり行動したりする場

面が設けられていた。出前授業の「やりっぱなし」

を回避し、学習の成果を学校生活レベルで発揮で

きる「状況」を創り出していたのである。学校内

の選挙期間だけではなく、国政選挙などの期間中

に授業を実践することも十分可能であろう20）。例

えば、藤井（2016）が提唱している実社会の選

挙期間中の教材や授業づくりに関する具体的な方

法に基づく実践を通して、学習の成果を社会レベ

ルで発揮できる「状況」を設定することも主権者

育成の観点から有効であると考える21）。また、水

山（2019）が主張しているように、コミュニティ

の問題解決に関与することで、コミュニティの変

化に能動的に関わろうとする「公共人」としての

市民性の育成を目指す「大きなシティズンシッ 

プ」22）に基づく教育活動と関連させたカリキュラ

ムをデザインすることも必要と言える。このよう

に、多様なレベルの参加に基づく民主主義の理解

を通して、社会的有用感を育む実践的な指導が求

められるのである。

　第二に、外部人材を含めた教育的資源を効果的

に活用することである。図３は、授業開発・実践

までの学校教師の動きを示したものである。

大学教員 学校教師

（筆者作成）
図３　授業開発・実践までの学校教師の動き

学校教師

授業内容の説明・
意見交換

協働的な関係の構築の場としての研修

大学教員・
大学院生

子ども授業の実践

事前
・事
後指
導

学校現場

事前打ち合わせ・

事後の振り返り
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　学校教師は、研修を通して大学教員から提供さ

れた授業モデルを、勤務校の子どもの実態をふま

えてカリキュラムに位置付け、実践の実現可能性

を模索していた。また、出前授業の事前打ち合わ

せの際に、出前授業の目標・内容・方法について

の共有化を図り、出前授業の効果的な実施時期を

判断していた。このことから学校教師は、研修を

大学教員からの一方的な「知識伝達の場」として

ではなく、協働的な関係を築き、「ネットワーク

を構築できる場＝活用可能な教育的資源を発掘す

る場」として捉えていると推察できる。加えて、

効果的な主権者教育を展開するために、研修で構

築したネットワークを活かし、教育的資源を活用

していったと考えられる。このように、教員研修

を有効に活用して教育的資源を発掘し、それを活

かしてカリキュラムをデザインしている学校教師

の姿から、研修に対する教師のマインドセットや

外部人材の活用方法を考えるうえで、多くの示唆

を得ることができる。

　以上のことから、これからの主権者教育推進の

ための教師の役割として、学習成果を活かし発揮

させる「状況」の創出、教育的資源の効果的な活

用が重要であると言える。

Ⅵ．本研究の成果と課題

　本研究は、これからの主権者教育の推進のため

に求められることについて、政治参加のあり方を

問い直す出前授業の実践に基づいて検討した。主

権者教育推進のためには、「他者との関わり」に

意味を見出す指導を重視した授業開発を行うこと

が重要であることが示唆された。従来までの間接

民主主義を理想とする「主権者になる」教育のあ

り方を問い直し、子どもを「主権者として」捉え、

直接的に問題の解決を目指すことを重視した授業

開発の推進が必要と言える。そのためには、主権

者としての子どもの成長に寄与するカリキュラ

ム・マネジメントを実践することが、学校教師の

重要な役割となる。学校教師には、教員研修で得

た知見や教育的資源を効果的に活用し、学校のカ

リキュラムをデザインしていくというマインドや

スタンスが求められる。

　一方で、これからの教員研修は、単なる「知識

伝達の場」としてではなく、これから求められる

授業のあり方について意見交換する中で、関係者

と「ネットワークを構築できる場」としてデザイ

ンされる必要がある。これについては、大学や研

修機関が果たす役割が大きい。特に、学校教師の

状況やニーズをふまえた教員研修をデザインする

仕組みの構築が、主権者教育の推進につながると

考える。このように、学校と外部機関との連携を

促す要因やそのあり方について考察している点

に、本研究の意義が認められるのである。

　本研究は、あくまで一つの事例分析の結果に基

づくものである。今後は、他の事例の分析を通し

て、今回示した主権者教育推進のための方法論の

精緻化を目指す。特に、外部機関はどのような出

前授業を提供しているのか、学校はどのように連

携をしているのかという点に着目して検討したい。
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【附記】

　本研究は、JSPS科研費21K13589の研究助成を

受けて取り組んだものの一部である。研究成果の

公表については、研究協力校の所属長の承認を得

ている。授業実践に行うにあたって、協力校の先

生方や生徒の皆様には大変お世話になりました。

ご協力いただいた関係者の方々に対し、心から御

礼申し上げます。
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